
○大竹市こども医療費助成条例施行規則

令和5年6月26日

規則第27号

大竹市乳幼児等医療費支給条例施行規則(平成13年大竹市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条　この規則は、大竹市こども医療費助成条例(令和5年大竹市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条　この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2　この規則において「乳幼児」とは、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をい

う。

3　この規則において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1)　こどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2)　父母に監護されず、又はこれと同じくしないこどもを監護し、かつ、その生計を維持する者

(3)　こどもであって、世帯主等である者

4　前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子であるこどもを監護し、かつ、これと生計を同

じくするときは、当該こどもは、当該父又は母のうちいずれか当該こどもの生計を維持する程度の高い者によっ

て監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

5　この規則にいう「父」には、母が、こどもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(認定申請)

第3条　条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、こども医療費受給資格認定(更新)申

請書(様式第1号。以下「認定等申請書」という。)に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類

を添えて市長に申請しなければならない。

(1)　条例第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者　こどもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険

者であることを証する被保険者証の写し又は医療保険各法による被保険者であることを証する被保険者証、組

合員証若しくは加入者証の写し

(2)　条例第3条第1項第3号に該当する者　前号に掲げるもののほか、特別の事情があることが分かる書類

(3)　乳幼児の保護者　乳幼児の保護者の前年の所得(1月1日から6月1日までの間に出生した場合にあっては、

前々年の所得)の状況を証明する書類(ただし、市長が公簿等により当該状況を確認することができる場合は、

省略することができる。)

(4)　前3号に掲げる者のうち市長が必要と認めるもの　その他市長が必要と認めた書類

(登録及び受給者証の交付等)

第4条　市長は、前条の規定による申請により受給資格があると認定したときは、受給者の登録を行い、当該受給

者にこども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2　受給者証の有効期間は、次の各号に掲げるこどもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、最初

に交付される受給者証の有効期間の始期は、受給者が前項の規定による認定を受けた日とする。

(1)　1歳に達する日の属する月の末日までの間にあるこども　当該こどもの出生の日から1歳に達する日の属す

る月の末日まで

(2)　1歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日の属する月の末日までの間にあるこども　当該

こどもが1歳から5歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の翌月の初日から当該年齢に1年を加えた年

齢に達する日の属する月の末日まで

(3)　6歳に達する日の属する月の翌月の初日から同日以後の最初の3月31日までの間にあるこども(6歳に達する

日の属する月が3月である者を除く。)　当該こどもが6歳に達する日の属する月の翌月の初日から同日以後の

最初の3月31日まで

(4)　6歳に達する日以後の最初の4月1日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども　当該こ

どもが6歳に達する日以後の最初の4月1日から9歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(5)　9歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども　当該

こどもが9歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(6)　12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども　当該

こどもが12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(7)　15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども　当該

こどもが15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(受給者証の更新申請等)

第5条　受給者は、受給者証の有効期間の更新を受けようとするときは、前条第2項各号に掲げる有効期間が満了す

る日の1月前から当該満了する日までの間に、認定等申請書に第3条各号に掲げる書類のうち必要な書類を添え、



これを市長に申請するものとする。ただし、市長が公簿等により受給資格があることを確認することができると

きは、更新の申請があったものとみなし、認定等申請書及び当該書類の提出を省略することができる。

2　前項ただし書の規定は、大竹市の公簿等により受給資格があることを確認することができない場合であって、

受給者が他市町村の公簿等に記載された事項を確認することができる書類を提出し、当該書類により受給資格が

あることを確認することができるときに準用する。

(受給者証の再交付申請)

第6条　受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に

提出してその再交付を申請することができる。

2　前項の場合において、受給者証を破損し、又は汚損したときは、同項の申請書にその受給者証を添えなければ

ならない。

3　市長は、第1項の規定による申請により受給者であることを確認したときは、受給者証を再交付するものとす

る。

(変更の届出)

第7条　受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に受給者証記載事項変更届(様式第4号)に受給

者証及び市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)　受給者証の記載事項に変更が生じたとき。

(2)　こどもの疾病若しくは負傷について保険給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当

該医療に関する給付の内容に変更を生じたとき。

(3)　被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号に変更が生じたとき。

2　前項に規定する届出を行う場合(前項第2号及び第3号に掲げる場合に限る。)は、第3条第1号に掲げる被保険者

証、組合員証又は加入者証を提示し、及びその写しを添えなければならない。

(受給者証の修正)

第8条　市長は、前条第1項第1号の届出があったときは、受給者証の記載事項を修正するものとする。

(受療の手続)

第9条　受給者は、医療を受けようとするときは、保険医療機関等又は施術所に第3条第1号に掲げる被保険者証、

組合員証又は加入者証及び受給者証を提示しなければならない。

(費用の支払の請求)

第10条　保険医療機関等又は施術所は、条例第8条第1項の規定により受給者が当該保険医療機関等又は当該施術所

に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書

類を市長に提出するものとする。

(1)　保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合　福祉医療費請求書

(2)　指定訪問看護事業者が請求する場合　福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)

(3)　施術所が請求する場合　福祉医療費請求書(施術所)

(こども医療費の助成申請等)

第11条　条例第8条第3項の規定により助成を申請しようとする受給者は、こども医療費助成申請書(償還払分)(様

式第5号)に当該医療について保険給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その

他市長が必要と認めた書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、一部負担金を助成

することを決定し、当該一部負担金の額に相当する額を助成する。

(受給資格喪失の届出)

第12条　受給者(第2号の場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出義務者)は、次

の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に受給資格喪失届(様式第6号)に市長が必要と認めた書類を添え

て市長に提出しなければならない。

(1)　受給者のこどもが、市の区域外に居住地を変更したとき(国民健康保険法の被保険者のうち市の区域外に住

所を有することとなり、同法第116条又は第116条の2の規定により、本市の区域内に住所を有するとみなされ

るときは除く。)。

(2)　受給者又は受給者のこどもが死亡したとき。

(3)　生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始されたとき。

(4)　条例第3条第1項に規定する受給資格の要件に該当しなくなったとき。

(第三者の行為による被害の届出)

第13条　こども医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、こども医療費の助成を受け、

又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)

並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。

(受給者証の返還)

第14条　受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(1)　受給資格を喪失したとき。

(2)　第6条第3項の規定により、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したとき。

(職権による処理等)



第15条　市長は、この規則に規定する申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等により

確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2　市長は、第7条又は第12条の届出がない場合においても、公簿等により受給資格のないことを確認したときは、

職権により処理することができる。

(こども医療費に関する処分の通知)

第16条　市長は、こども医療費の助成に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなけれ

ばならない。この場合において、こども医療費の全部又は一部につき助成を行わない処分をしたときは、その理

由を付記しなければならない。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(準備行為)

2　改正後の大竹市こども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による受給資格の認定及

び受給者証の交付に関し必要な申請、手続その他の行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に

おいても、行うことができる。

(経過措置)

3　新規則第10条及び第11条の規定は、施行日以後に当該こどもが保険給付を受けた場合における請求及び申請に

ついて適用し、同日前に当該こどもが保険給付を受けた場合における請求及び申請については、なお従前の例に

よる。

4　この規則の施行の際現にされている改正前の大竹市乳幼児等医療費支給条例施行規則第4条の規定により受給資

格があると認定されている受給者は、新規則第4条の規定により受給資格があると認定された受給者とみなす。

この場合において、市長は、当該認定されたものとみなされる受給者に同条の規定により受給者証を交付するも

のとする。

(大竹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

5　大竹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年大竹市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大竹市公印規則の一部改正)

6　大竹市公印規則(昭和34年大竹市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大竹市にこにここども基金条例施行規則の一部改正)

7　大竹市にこにここども基金条例施行規則(平成22年大竹市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略



様式第1号(第3条、第5条関係)
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様式第2号(第4条―第9条、第14条関係)
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様式第3号(第6条関係)
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様式第4号(第7条関係)
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様式第5号(第11条関係)
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様式第6号(第12条関係)
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